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用地の取得●

■公共用地の取得
●用地取得について
都市計画事業その他の公共事業のためには、これら事業の基礎となる用地の取得

が必要となってまいります。

用地の取得には各種の法律上の問題点があり、これらを解決するには多くの時間

を必要とします。

したがって、用地の取得ができれば公共施設の建設は完了したも同然とさえ言わ

れております。

用地取得の事務はいろいろな問題点に直面しますが、これらを一つずつ解決して

ゆくことが公共施設の建設につながっていくものです。

●用地補償の手順

登記上の所有者、面積、権利関係等を調べます。登記簿調査

不動産鑑定士による鑑定評価額等を参考に福岡市土地の評価
不動産価格評定委員会で算定します。

用地職員が交渉に伺います。① 交 渉
土地に抵当権等の権利があるときは、所有者の方土

、 、 。地 が 権利者の方と話し合い 抹消していただきます

の

市で作成した契約書に押印をお願いします。取 契 約
（実印と印鑑証明を用意してください）得

登記手続きは市で行います。登 記

、 （ ）支 払 登記手続きが完了すれば 金融機関 郵便局を除く

への口座振替等により直接契約者に土地代をお支払

いします。
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建物や工作物の築造後の経過年数や、大きさ、建物・工作物等の調査
構造などについて調査します。

土地や建物のかかり具合から移転工法の検討② 移転工法の検討
をします （再築、曳家、切取り等）建 。

物

建物や工作物の移転に要する費用を算出しまや 補償金の算定
す。工

作

用地課の職員が交渉に伺います。物 交 渉
の

市で作成した契約書に押印お願いします。補 契 約
（注）補償契約時点で建物や工作物が存在する償

ことを要します。

建物や工作物等の物件の移転が完了してから支 払
補償金を支払いますが、場合によっては、移

転完了前に契約額の一部を前金として支払う

こともできます。


